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序 問題の所在

冷戦終結後，国連安全保障理事会(以下，安保

理)は，平和に対する脅威や破壊に対処するため，

あらゆる行動をとってきた。とりわけ， 1990年の

湾岸紛争以降 I憲章第7章の下に行動して (act-

ing under Chapter VII) J という文言を用いて，

具体的な根拠条文を示さないまま，国連加盟国に

対する軍事的措置を「容認 (authorize)Jしたり，

国際刑事裁判所を設置したり，人道的な介入等を

行ってきている(1)。もしある国家が安保理決議な

しにそのような行為をした場合，一般国際法上，

違法となる確率が高いであろう。安保理決議が違

法性の疑いをはらす唯一最大の根拠となってい

る。ところで，安保理は憲章第39条に規定されて

いるような状態が存在する場合，いかなることで

も成し得るのであろうか。

国連憲章第39条には，平和に対する脅威・破壊

又は侵略行為が存在している場合，安保理が第41

条及び， 42条に従っていかなる措置を執るかを決

定すると規定されている。第41条に挙げられてい

る具体的な措置は例示列挙であり，同条に挙げら

れていないものであっても，兵力の使用を伴わな

い限り，裁量により加盟国に命ずることができ

る(九これまで，安保理の広範な裁量権限を制約す

るのは，常任理事国の拒否権のみであるといわれ

てきた叫しかし，近年，常任理事国が拒否権を行

使する回数は極端に少なくなってきている。 1945

年から 90年までに， 193回拒否権が行使されたの

に対して， 90年5月以降は，わずか5回のみであ

る(九決議に反対を表明していても，有効な代案を

出すことができないことから，採択の段階で棄権

し，拒否権を行使しない。拒否権非行使により，

冷戦期には考えられないほど，種々の活動を行え

るようになったことは評価すべきである。しかし

ながら，それは同時に，憲章上存在している唯一

の安保理の権限の制約要因がほとんど機能してい

ないということも示している。さらに，結果とし

て安保理の、活動領域が広がったことにより，実現

すべき価値が多様化し，常任理事国を中心とした
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「正義の価値に対する平和の価値の優先 (peace

over justice) (5) J を基本とする安全保障体制自体

も維持することが難しくなりつつある(的。非常に

不安定な状況で様々な決議が採択されているとい

えよう。

また I平和に対する脅威」の認定が恋意的であ

るとか(九平和維持活動の派遣が不平等(8)である

等，安保理の行動に対する批判が増えてきている。

そして，国連の枠外でNATO(北大西洋条約機構)

が武力を行使したり，西ティモールの国連難民高

等弁務官事務所の職員への襲撃事件は，安保理に

対する不信感のあらわれといえよう。それにもか

かわらず，具体的な憲章の根拠条文も号|かず，尚

かつ，五大国一致の原則の意義が格段に低下して

いる状況の下で採択された決定は，加盟国を拘束

するのに正当なものであるといえるのであろう

か。機構の実効性を重視して，憲章を柔軟に解釈

しようとする場合，他方で，国家主権の擁護とい

う観点から強い批判がなされる(ヘたびたび，加盟

国は司法手続きや外交的手段を通じて，機構の行

為の有効性に異議を唱えてきたし(叩)，今後も安保

理の活動が活発化するにつれて，加盟国が安保理

の行為をチェックしたいという欲求は大きくなる

であろう。この論文では，安保理は本当にオール

マイティーな存在であるのかを検討し，もしオー

ルマイティーではないとすれば，安保理の行動を

チェックすることはできないかという点について

考察する。安保理の決定をチェックできるか否か

を確認する前提として，まず，安保理が与えられ

ている権限の範囲を確定する作業からはじめる。

第一章安保理の権限 加盟国は carte blan・

cheを与えたのか

第 1節準立法的権限の有無

国際組織について，普遍的に受け入れられてい

る定義は未だ確立してないが，おおよそ次のよう

な性質を持つものである。すなわち，①非政府組

織 (non-governmentalorganization)とは区別さ

れた政府間国際組織 Onternational inter-

governmental organization)であること，②加盟



国が任意により参加し，国際法に準拠して設立さ

れたもの，③恒久的な機関であること，④加盟国

の個別的決定の総体とは区別された組織自身の決

定がなされること，⑤国家聞の協力により，設立

条約に示された機構の目的を達成すること(11)で

ある。このことからもわかるように，国際組織は，

包括的な主権を有する国家とは異なり，一定の目

的を遂行するために設立された機能的な法主体で

ある。国際組織の権利能力はその基本条約に示さ

れた目的を達成するのに必要な範囲で，限定的に

与えられている。それゆえ，国際組織は国家のよ

うに「国際法上明示に禁止されていない限り，一

切の行為を成し得る一般的権能を有している」と

の推定は働かないのである。

安保理はどのような権限が与えられているので

あろうか。安保理は国連の機関のなかでも，機構

の主たる目的である「国際の平和と安全の維持」

に対する主要な責任を負っていることから，その

権限は広範である。国連は，国際連盟時代におけ

るリーガリズムの失敗(12)をかんがみ I正義」ある

いは「法」よりも「平和」に優先的価値を与える

ことにした(1九そのため，安保理の権能に対する

制約の有無については，これまでかなり議論され

てきている。

憲章の起草時，安保理に広い裁量権を与えるこ

とに対して，中小国から強い反対があった。その

ため，国際の平和及び安全への脅威を認定する権

限を総会にも与える(メキシコ)，理事会による軍

事的強制措置の決定を総会の審査に服させる(エ

ジプト)，理事会による強制措置の決定に緊急の場

合を除いて総会の同意を要求する(ニュージーラ

ンド)など，多くの修正案が提出された。特に，

憲章中に判断基準となるような「侵略の定義」を

入れるというボリビアの修正案(14)は多くの支持

を得たものの I現代の戦争技術の進歩は，あらゆ

る侵略の事例を定義することを非常に困難にし，

その結果として，不完全なリストが作成された場

合には，安保理はリストに明示されなかった行為

を軽視し，そのことが潜在的な侵略者が自己に都

合のよいように定義をゆがめること可能にし，あ
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るいは安保理による行動を遅滞させるようになる

であろう。また，自動的に安保理の行動が発動さ

れるようになると，時期尚早のうちに強制行動が

適用される可能性がある(15)J ということから，採

用されるには至らなかった。これらのような安保

理の自由な行動に制限を設けようとする立場は，

招請国(英，米，ソ連，中)の反対(16)にあったた

めに，ダンパートン・オークス提案を尊重し，安

保理に現行のような広い裁量権が与えられること

となった(17)。安保理の権限について，ダレス米国

国務長官は，その著書の中で「安保理は同意され

た法を単に執行する機関ではない。それは自らが

法である(18)J と述べているように，特定の場合に

は「立法者」としての役割も果たしているといわ

れることがある。ケルゼンは，第39条に基づく強

制行動の目的は「法を回復すること」ではなく，

「平和を維持・回復」すること(19)であるから，この

ような場合，憲章前文の「正義と条約その他の国

際法の源泉から生ずる義務の尊重と維持」の原則

は適用されないとする。それゆえ，安保理は，国

際の平和と安全を維持するために，決定を執行す

ることによって，具体的場合のために新しい法を

創造しうると考えるのである(20)。このように，安

保理に白紙委任に近い裁量権を与え，必要なとき

には立法もできるとの考え方が広くとられてきた

が，その後の冷戦により，実際に第7章に基づく

行動が行われなくなったため，この点についてほ

とんど議論されなくなった。

しかしながら，フィッツモーリス判事がナミビ

ア事件の反対意見で I安保理の権能に関する制限

は，論争の余地のある国際的な事態が，平和と安

全に対する潜在的な脅威を含むとあまりにも容易

に認定されうるから，必要である。制限がなけれ

ば，安保理の機能は，決して当初意図されなかっ

た目的のために用いられ得ることとなってしま

う(2九」と述べて以来，安保理の裁量権の限界につ

いての探求が行われてきた。ケルゼ、ンが主張する

ように I必要な場合には，現行の国際法と合致し

ない決定を行うこともできる(叫」のであろうか。

つまり，憲章は，安保理が国際の平和と安全の維
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持という重要な任務を負っているために，必要な

場合には「国際立法者」として，自由に加盟国に

義務を課すことができるような，立法権限を与え

ていると考えることはできるのであろうか。

「国際立法」とは多義的な概念であるが i相対

的に独立の国際的組織体が法形成のイニシアチプ

をとり，発議・草案起草・審議・採択を行うとい

う形での立法活動(問」であると定義される。主権

国家の併存体系という構造を有する国際社会で

は，圏内におけるような統一的な立法機関がなく，

一方的な行為により拘束力を有する法定立を行う

という本来の立法の概念は存在しない(制。しかし

ながら，そのような状況ではあっても，国際社会

の一般利益の規範化を目指す「組織化された法形

成」が行われてきていることに着目し，国際立法

の存在基盤を見出すことはできるといわれてい

る。その場合，共通して多数国間条約やコンセン

サス方式で採択された決議など，その内容が国際

社会の一般利益を表し，諸国の権利義務について

も正義の実現と公平に基づくものであることが前

提となる(問。依然として，主権国家の意思に大き

く依存するものである。国際法の漸進的発達を推

進すべき役割を担う総会ですら，一般的立法権限

を有しているわけではない(26)。それにもかかわら

ず，このような国際立法を行う権能が安保理に与

えられていると考えることはできない。憲章の起

草時，国連の強制措置は「国際の平和と安全の維

持」という目的を直接に指向する「警察機能」を

果たすべきものとして理解されていたのであり，

それが国際平和実現の根底をなす紛争の実質的解

決を強制するという，より広範な目的のためにも

使用されうることが予定されていたわけではない

のである問。従って，安保理は「国際の平和と安

全を維持」するためにのみ加盟国に義務を課すこ

とが認められているに過ぎず，加盟国が安保理に

広範な国際立法を行う権限を与えたと考えること

はできない。たとえ安保理にある場合には国際立

法が可能であったとしても，それは憲章第39条の

具体的な事態が発生している場合に，それを取り

除き，平和を回復するために必要な限度で決定を
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行う権限を有しているという意味であり，加盟国

が安保理に無制限にあらゆる行為を行うことがで

きる権能を与えたわけではない。それゆえ，安保

理は何らかの法に拘束されることは疑いなし安

保理が憲章第7章に基づいて行動するときであっ

ても，憲章に定められた手続きに従わなければな

らない。既存の国際法規を完全に無視して立法す

ることができる(28)とみなすことはできない。

第2節国連憲章の解釈方法

国際組織の権利能力はその設立文書に基づかな

ければならないのであるが，各条文に示されてい

る合意内容を確定するために「解釈」が行われる。

その解釈の過程を通じて，新たな権利が導き出さ

れることがある。そこで，本節では，国連憲章の

解釈方法を検討する。

通常，条約を解釈する場合「条約法に関する

ウィーン条約法条約」第31-33条の規定に従って

解釈することになる。しかしながら，客観的法人

格を認められ，国際の平和と安全の維持及び国際

の公的福祉の増進という包括的な任務を負ってい

る国連を設立する国連憲章を，単なる条約と同じ

ように解釈しでもよいのであろうか。これまで，

ICJは勧告的意見やその他の訴訟事件において，

たびたび憲章を解釈することが求められてきた。

これらの事例を検討することにより，ある程度，

ICJの憲章解釈に対する態度が導き出せると考え

られる。

これまで，憲章の解釈の方法として，大きく三

つの立場が対立してきた。すなわち，立法者主義

(‘founding fathers' school) ，文言主義(‘textual'

schooO，目的論的解釈主義(‘teleological'schooO 

である (2九立法者主義とは，当事者の意思に重点

を置き，条約の当事者は設立時に何を意図してい

たかを追究する方法である(30)。国連は非常に長期

間にわたる歴史の中で，その構成員も著しく増大

し，設立当時の意思と同質であるとは考えられな

い。従って，このような国際組織の設立条約を解

釈する際に，憲章起草者の意思を追究するだけで

は十分といえない(3九憲章の起草過程を参照する



ことは，当時の合意の結集点を明らかにすること

であるから，少なくとも憲章の原則の正確な意味

の決定を行うためには有効な手段である (3九した

がって，準備作業は憲章テキストの意味の証拠と

してのみ取り扱い，テキストを修正或いは変更す

る目的で用いるべきでない(33)。

条約の自然の意味に従って解釈する方法(文言

主義)は，長い間 ICJに支持されてきており (3ヘ

その適用例は非常に多い(問。これは，条約当事国

の意思はその起草された条約文中に反映されてい

るという推定に基づき (36)，当事者の意思は現実に

条約文の中に表現され，具体化されているから，

条文以上のものに頼って解釈する必要がない，と

いう考え方である(3九また，憲章の文言の解釈の

基準時については，閏際組織の設立条約を解釈す

る際にも時際法の原則 (doctrineof intertempor-

al law) (38)が働くという考え方から(3ヘ同時代性

の原則 (principleof contemporaneity)が適用さ

れるとの説もあるが(40)，ICJは近年そのような解

釈方法をとっていない例。裁判所はあるテキスト

は何を意味するように意図されていたかを検討す

るだけでなく，現時点における語法で実際に何を

意味しているかを検討する必要があると思われ

る(42)。

国際組織の設立条約は契約的要素(憲章の修正

その他の手続き事項)だけでなく，恒常的な制度

を創設し，共通の目的の達成に向けての活動形態

を規定する，規範的要素も含んでいる(叫。いくつ

かの事件において，このような国連憲章の特殊性

に言及し，それゆえに独特の解釈も必要であるこ

とが述べられている(叫。言葉の通常の意味に基づ

く解釈では現実の要請と能力の聞にギャップや欠

触が生じることから，これよりさらに進んで，目

的論的な解釈方法によって憲章を解釈することが

必要であるといわれるようになった。これは，起

草者が何を意図していたかを追究するのではな

く，条約の文言それ自体の意味を解釈することを

基礎として，文言主義の欠触を補うために，さら

に条約の趣旨・目的も考慮する(45)。憲章の特別な

性質と，一定の機能・目的を実現するために設立

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

されたということから，憲章の解釈問題が生じた

場合，機能性原理を優先させる解釈を行い，法の

欠棋を解釈によって補うのである。このような解

釈方法には I特定の規定は単語の通常の意味と本

文の他の部分とに合致する最大限の重みと効果を

与えるように解釈されるべき」であるという「有

効性の原則}46)や「条約締結後の慣行」も考慮に入

れる解釈方法(47)，「推論された権能 Omplied

power;次款参照)Jが含まれる。これらの解釈方

法は行き過ぎると国家の主権との抵触が生じる危

険性が高いことから，判決や個別意見の中で目的

論的解釈に消極的な意見が述べられることも多

かった(48)。しかしながら，最近は文言主義的な解

釈方法の必要性を認めつつも，目的論的に憲章を

柔軟に解釈し，国連各機関の権限を拡大する傾向

がある。

近年，さらに国連の国際社会における機能の重

要性が増し，また急速に発展する国際社会の状況

に迅速に対応するため，国連創設当時は予想する

ことのできなかった事項についても何らかの決定

をし，行動しなければならなくなってきている。

それゆえ，憲章を正しく解釈するためには，起草

過程の議事録や憲章の文言を上記の原則に従って

解釈するのみならず，国連の機能や目的，憲章全

体の文脈も含めて解釈すべきであろう。憲章の起

草者が意図していたことは，憲章を戦後の国際関

係における諸国の行動を定める包括的な法典とす

ることではなく，行動のアウトラインを表現しよ

うとしたのである(叫。常に変化している社会状況

に対応するために，憲章を解釈し適応させてゆく

ことを可能にしているのである。国際社会におい

ては「合意は拘束する (pactasunt servanda) J 

というのが原則であるので，加盟国の国家主権を

尊重する場合，準備作業に基づく解釈と文理解釈

が解釈の原則となる。しかしながら，国際組織は

個別の国家のみでは達成することのできない目的

のために協力するものであるから，組織を有効に

機能させるための柔軟な解釈方法， という相対立

する二つの解釈原則を認めることには，実際的な

意義があるといえよう。基本的には，特定の条項
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の文脈や憲章により狭く制限された解釈が求めら

れていない限り，個々の条項は広く自由に解釈す

ることが認められる (50)と考えられている。

第|款推論された権能 (impliedpower)をめぐ

る代表的学説

国連憲章はその任務の広範さ，国連の特殊性か

ら，通常の国際組織の設立条約よりも，柔軟に解

釈することが認められている。これまでICJは

様々な解釈の原則を用いてダイナミックな解釈を

行い，あらゆる権限を国連に認めてきたのである

が，特に「推論」することにより権能を導き出す

傾向が強しユ。とはいえ，解釈のテクニックである

以上，何らかのルールが存在するはずである。こ

こでは，そのルールを明らかにして，目的論的解

釈によって認められる権限の範囲を特定する。特

にその範囲について様々な説が存在する「推論さ

れた権能」の理論について考察する。

「推論された権能」の理論は， 1949年の国連損害

賠償請求事件の際に初めて認められて以来(51)，た

びたび言及され，定式化されてきた。これまで，

ICJが明らかにした「推論された権能」の内容は，

以下のようなものである。

①国際法上，機構は憲章中にはっきりと述べられ

ていないとしても，必然的推断 (bynecessary 

implication)によりその任務の遂行に不可欠な

ものとして機構に付与される権限を有している

ものとみなされるべきである(52)。

一一国連損害賠償請求事件， 1949年4月10日。

②機構と職員との聞に生じる可能性のある紛争を

処理するための行政裁判所を設ける権限は，事

務局の能率的運営を確保し，最高水準の能率，

能力及び誠実を確保するという至上の考膚、を実

現するために不可欠であったと認める。こうす

る能力は，憲章の真意の必然的推理 (byneces-

sary intendment)によって生じる(53)。

一一行政裁判所仲裁裁定， 1954年 7月13日。

③「国際の平和及び、安全の維持」という目的は，広

範ではあるが，当該目的もまたその達成のため

に付与された権限も決して無制限なものではな
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い。機構が国連の目的のーっと明示されたもの

を達成するために適切であったという主張を正

当化する行動をとるときは，機構の権限外のも

のではないと推定される(5九

一一特定経費事件， 1962年7月20日。

④適正に構成された国連の機関の決議であって，

その機関の手続き規則に従って通過し，議長に

よってその旨宣言されているものは，有効に採

択されたものと推定されなければならな

し)(55)。

一一ナミビア事件， 1971年6月21日。

決議の有効性を推定することにより，権限内で

ある可能性を高くしようとする態度がうかがえ

る。「推論によって認められる権能」の範囲につい

て，様々な学者が論じてきた。大きく，条約法の

枠内に限定する厳格な立場(第一の立場)と，設

立文書から離れた自由な立場(第二の立場)，そし

て組織文書を基礎とする機能的な立場(第三の立

場)，の三つの学説に分類される(問。第一の立場

は，pacta sunt servandaの原則を尊重する観点か

ら，国際組織の派生的な性質を重視し，設立文書

の「条約の側面」を強調する考え方何7)である。ハッ

クワース判事が国連損害賠償請求事件の反対意見

で I機構は，委任され，列挙された権限の機構で

ある，という事実を否定することはできない。加

盟国が付与しようと望んだ権限は，憲章の中か加

盟国の締結した補足的条約の中に述べられている

と考えられるべきである。明示されていない権限

は自由に推定されることはできない(5ヘ」と判断

したのは，この考え方の現れであるといえる。ま

た， トゥンキン (Tunkin)は，設立文書を独自な

(sui generis)条約であることは認めながらも，そ

の法的性質をあくまで条約法の枠内の概念として

捉えている(問。それゆえ，黙示的権限は，条約解

釈の一般的方法に従って，特定の場合に機構の諸

規定の中で現実に推定されると考えられる程度に

おいてのみ認められるのであり，黙示的権限に関

する特別な規則があるわけではない(60)と考える。

このような考え方に基づくと，推論するにあたっ



て，当事国の意思から離れてしまうことがないよ

うに，条文の自然の意味に従い，厳格に解釈しな

ければならないということになる。

それに対して，第二の立場は，国際組織の実効

性を強調し，解釈する際に必ずしも設立条約に縛

られる必要はなく，自由に推論できると考える。

例えば，セイエステッド (FinnSeyersted)は，

「国際組織は組織を統制する能力，条約締結能力，

領域的管轄権，外交能力，国際会議への招集・参

加など，必ずしも設立条約に書かれていない行為

であっても国家と同じような方法で活動してき

た(引いという事実から，国際組織も国家と同様に

主権的な行為を行うことができると結論づけてい

る(問。セイエステッドは設立条約の意義を，設立

条約に書かれた目的や任務から，一定の行為を行

う能力を除外するという消極的効果 (negative

impact)を与えるにすぎない(63)と考える。つま

り，憲章で明示に禁止されている権限以外であれ

ば，自由に推論し，権能を認めてゆくことができ

るのである。

第三の立場は，国際組織の任務や権限は設立条

約に基づくことを前提としているが，変化する国

際社会の要請に対応してゆく必要性，機能的側面

を強調するものである。グッドリッチは憲章の性

質を以下のようなものであると述べる。

国連憲章は重要な共通の目的を目指す国際組

織のための法的基礎を提供している。国連は

急速に変化しつつある世界の中に生まれた。

…く略〉…もしこの幼い機関が生き残り，世界

の重要なファクターになるのであれば，機構

が変わりゆく状況に適応し，その創設者達は

予期していなかったかもしれない役割と活動

を発展させることが，最初から必要であった。

急速に変化している世界の必要を満たし，そ

の中で重要な役割を見出すためには，適応と

成長は死と忘却のかわりに選びうる唯一の選

択肢であった(判。

それゆえに，変化は必然であると考える。ヴァラ

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

(Francis A. Vallat) も r憲章は若い文書である

けれども，既にその字義通りの意味は，変化と発

展を経験してきた。真実を明らかにするためには，

テキストのみに注意を払うのではもはや不十分でト

あり，憲法の動態Cconstitutionin operation)も

見なければならない(65)0 Jと述べ，憲章は発展しゅ

く文書であることを強調している。この第三の立

場は，比較的第ーの立場に近い制限的なものから，

第二の立場に近いものなど多岐にわたっている

が，概して，第一の立場と同様に設立条約に基づ

くことを前提としてはいるが，権能を推論する際

に規定の文言のみでなく国際組識の目的や機能と

いった点も考慮するという点が異なっているとい

うことがいえる。

上述のいず、れの立場に従って「推論された権能」

を考えるべきであろうか。国連は例え客観的法人

格を認められていたとしても，派生的な法主体で

あることは疑いなし国際組識が国家と同等の権

利能力を有していると考えることは出来ない。「法

的に明白に禁止されていないことは法的に許容さ

れている」という残余原理 (residualprinciple) 

が国際組織には認められていないことから，セイ

エステッドの主張するように，基本条約を離れて

自由に権限を推論してゆくことは不可能であろ

う。第一の，基本条約に忠実な立場に関しては，

設立条約を解釈する際には，その発展的性質から

ある程度の目的論的解釈を行うことが必要であ

る。そうでなければ，具体的に生じている現象に

対応することができず，結局，当初予定されてい

た国際組織の目的を果たすことができなくなる恐

れがあるからである。それゆえに，基本条約に規

定されている任務・権限を前提として，それに条

約全体の趣旨や当該国際組識の目的といった要素

も含めて解釈し，権限を推論してゆく，第三の立

場をとるべきである。

第2款 推論された権能によって認められる権限

の範囲

ICJの「推論された権能」に関する判断から導き

出すことのできる解釈原則はいかなるものである

か。全ての事例に共通していることは，(1)必然的
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推断により導き出せるもの， (2)任務の遂行に必要

不可欠であるもの， (3)設立条約に明示に示されて

いる目的の範囲内であること，の三点である。そ

してさらに①園連損害賠償請求事件と②行政裁判

所仲裁裁定の事例では，国際組識の明示された目

的を達成するために適当であると主張する場合

と，適正な手続き規則に従って採択された決議に

ついては I有効'性の推定」が働くとされている。

この「有効性の推定」は反証不可能であるわけで

なく(刷，一定の場合 必要多数を獲得できな

かった決議や，国際組識の目的に合致しない決議

には有効性の推定が破られる(伺仰附6肝刊7η)

基本条約に書かれている内容は，個々の機関に

よって若干異なってはいるものの，基本的には，

(a)機構の目的，く b)国際法人格から生じる権

能(加盟国の合意により，明示に示されている当

該国際組織の国際社会での行為能力)，く c)機能

と権限 (functionsor / and powers) ，くd)行動原

則(機構がその設立された目的の遂行の際に従わ

なければならない行動様式)の 4種類である(6九

機構の目的や国際法人格から生じる権能，行動原

則は設立条約に明確に規定されているのであり，

これらを推論することはできない。それゆえ，推

論することができるのは，く c)の機能や権限のみ

である (69)。

安保理の場合，目的論的解釈を広く認めてゆく

と「国際の平和と安全の維持」という重要な任務

から，国際政治における多数決制への白紙委任に

なりかねない。安保理の「決定」には拘束力があ

るため，加盟国の意思とはまったく無関係に義務

を課すことになるので，特に慎重でなければなら

ない(問。国連は 1949年の判決でも確認されてい

るように，超国家的な存在ではない。たとえ憲章

に明示に示されていなくても I推論された権能」

の理論を用いることにより，一定の権限を行使す

ることができるとしても，必然的推論に基づかな

いもの，任務の遂行に必要不可欠であると考えら

れないもの，国際組識の目的に合致しないものは

その権限の範囲外である。従って，そのような安

保理の行為は国際法上違法であると考えられる。
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第3節権限蹄越 (ultravires)の法理

ECSC条約(欧州石炭鉄鋼共同体を設立する条

約)は，第38条に加盟国または委員会が原告と

なって総会や理事会の制定する二次法規の合法性

を争うことができる旨規定されており，無権限及

び手続き要件違反の場合における取消訴訟が認め

られていた(7~ これに対して，国連憲章には同様

の規定は存在せず，加盟国が総会や安保理等国連

の各機関の決議の取り消しを求める訴訟を提起す

ることはできない。しかしながら，このことは当

然に安保理の決議の違法性を審査することは不可

能であるということを示すのではない。上位規範

と抵触する機関の行為を無効にするという権限蹄

越の法理を利用することにより，安保理の行動に

ついて司法的な判断を下すことが可能であると思

われる。この理論は，諸法規聞におけるピラミッ

ド型位階秩序の存在と，権限蹄越であるか否かを

判断する特定の機関の存在を前提としてい

る(7九そのため，閏際社会では国家聞の合意を国

際関係の基礎としていること，また国際組織の行

為の適法性を有権的に判断する機関が存在してい

ることはまれであることから，国際法の領域にお

いて権限輪越の概念についてはあまり研究されて

こなかった。そして，以上の理由から，権限蹄越

の法理を国際組織に適用することはできないとい

う主張も見られる。しかしながら，国際組織はそ

の設立条約によって権限を与えられていることか

ら，設立条約は憲法的性格を有し，その意味でヒ

エラルヒーが存在する(問。安保理には広範な裁量

権が与えられているが，上述のように無制限にそ

の権利を拡大してゆくことが可能なわけではな

い。それは平和に対する脅威・破壊，侵略行為が

存在する場合であっても例外でない。したがって，

憲章や機構の目的に反して行った行為は違法であ

り，無効とされる可能性がある(7九また， ICJは国

連の行為の適法性を審査する権限を明示に与えら

れてはいない。しかし，少なくとも正当に提起さ

れた具体的な訴訟事件において，判決を下すため

に必要がある場合に，付随的に当該行為の適法性

を審査することは，一般的に通常の司法機能の枠



内であると考えられるし，憲章上も禁止されてい

ない(問。それゆえ，ICJは一定の場合に国連の行為

の効果について審査することができると思われ

る。

国際組織内部の権限配分に関する法規に違反し

てなされた行為の効果について， ICJが判断した

先例として特定経費事件が挙げられる。加盟国の

一部は，-安保理の権限を侵害して行われた総会に

よる平和維持活動は権限を蹄越してなされたもの

であり，違法であるから，当該活動に要した費用

につき，加盟国は経費の分担義務を負わない」と

主張した。これに対して ICJは，-この支出が憲章

第 1条に掲げられている国連の目的の範囲外の行

為に対するものであるときは，国連の越権行為で

あり，憲章第17条2項に規定するところの『国連

の経費』とみなすことはできず，無効である。し

かしながら，当該行為が国連の目的の範囲内のも

ので，ただ単にそれが各機関の権限配分規定に合

致しない方法で遂行された場合には，機関の内部

問題にとどまり，第三者との関係では有効であ

る(7九」と判断した。すなわち，加盟国の経費分担

義務と総会による平和維持活動の合憲性の関係を

完全に断ち切り，たとえ決議が違法であったとし

ても，加盟国は分担金の支払いを拒否することは

できないと結論づけた。このことは，内部的な手

続き違反という寝肱のある決議であっても，加盟

国はその違法性を追及することはできないという

ことを意味するのであろうか。確かに ICJが述べ

たように，国連の内部機関の行為が他の機関の権

限を侵害した場合であっても，国連がこの行為に

よって第三者に対して負った債務には影響しない

であろう。しかしながら，加盟国が違法な決議に

基づく行為に対する抗議の手段として分担金の支

払い義務を拒否する権利を認めないとの結論を導

くために，園内私法上の無権代理を援用したこと

には疑問がある o この点に関しては「二機関の権

限配分規定の違反という『内政』の璃庇は『目的

への合致』によっても治癒され得ず，加盟国に義

務は生じない」等の反対意見が付されている(7九

この事件で問題となったのは，国際組織と第三者

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

の関係ではなく，機構とその加盟国という内部関

係であるから，単純に圏内法上の理論を類推して

解決するのは困難で、あろう (78)。したがって，加盟

国は組織内の権限配分に関する規定に反してなさ

れた国際組織の行為に対して，何らかの措置をと

ることも可能なのではないかと思われる。

第二章 安保理による権限撤越の態様

第1節安保理の行動の制約要因

安保理は具体的にどのような法に従わなければ

ならないのであろうか。安保理は，国際の平和及

び安全の維持に関する主要な責任を負っており，

平和に対する脅威，平和の破壊又は侵略行為の認

定を行い，何らかの行動をとることができる。憲

章第7章の下で行動する際には，第103条に他の

国際協定に対する優先義務が存在すること，第2

条7項の但し書きで内政不干渉原則の適用が除外

されていることから，条約または慣習法などの現

行規則の適用を避ける結果をもたらしうる(問。し

かしながら，そのような場合であっても，安保理

は国連憲章によりその権能を与えられていること

から，当然憲章に反するf子動をとることができな

い。憲章上安保理の行動を制約していると考えら

れる条文には以下のようなものがある。

憲章第24条2項に「国際の平和および安全の維

持に関する責任を果すにあたって，国連の目的お

よび原則に従って行動しなければならない」と規

定されていることから，-憲章の目的及び、原則」と

適合して行動する必要がある。但し，一般に国連

の行動を制限するといわれる，第2条7項の内政

不干渉義務と，第1条1項の「正義及び国際法の

原則に従って」という原則は，憲章第7章の下で

安保理が行動する際には除外されていることか

ら(80)，制限要因にはなりえない。したがって「国

際の平和及び安全の維持」という目的との適合性

の問題となる。国際組織の目的に反する行為や決

定は重大な権限蹄越を構成する(8九そして，総会

が一般的な勧告権限が与えられているのに対し

て，安保理に与えられている権限は，第6章，第

7章，第8章，および第 12章に限定されている。
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安保理は一定の場合，非軍事的・軍事的措置も可

能であるが，そのような場合であっても，今日基

本的な権利であるとされている，人権や人道法に

反する方法で行動することはできないであろう

し(制，ローターノfクト判事がジェノサイド条約適

用に関する事件の個別意見で，ジェノサイドへの

参加を要請するような安保理決議を採択すること

はできない(回}J と指摘したように，強行規範(jus

cogens)に反するような措置をとることも認めら

れない酬と考えられる。

また，安保理は，平和に対する脅威・平和の破

壊・侵略行為が存在するような具体的事態に直面

しているときであっても，国際立法者でないこと

から，一般的且つ非人称的規則を決定として採択

することはできない(問。特定経費事件でIC]が指

摘したように，安保理の憲章第7章に基づく行動

とは「特定の国家に対して行う強制行動」のこと

である (8へそして，安保理が強制行動としてとれ

る手段は，サンフランシスコ会議でダンパート

ン・オークス提案第8章B節第1項の，安保理は

紛争の平和的解決が失敗した場合には「憲章の目

的と原則に従って，国際の平和と安全の維持のた

めに必要なあらゆる手段をとることができる。」が

削除され，第2項の「安保理は平和と安全を維持・

回復するためにとられる手段を勧告または決定す

ることができる」が，後の憲章第39条と第41条

及び， 42条の規定になったことから，安保理は「平

和に対する脅威，平和の破壊，侵略行為」かどう

か決定する広い裁量権を与えられていても，それ

に対してとることのできる手段は憲章に従って限

定されていると考えるべきである(8九安保理が与

えられているのは，現在存在している平和に対す

る脅威・破壊，侵略行為が行われている状況を改

善する緊急の要請がある場合にのみ，必要な措置

をとることができるという，高度に政治的な決定

を行う権能である。また，第42条の「必要な措置

をとることができる」という文言から，対象国で

行われている行為をやめさせ，国際の平和と安全

の維持または回復させることができる手段を用

い，さらに，その行為との均衡性が考慮されなけ
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ればならない(88)。原因行為に比べて，強制措置が

著しく均衡を失しているような決定を行うことは

行き過ぎであるといえよう (8九

今日，リビアによる航空機爆破の容疑者引渡拒

否，ソマリアでの内戦とそれに伴う飢餓等が発生

している状態，ハイチ軍事政権による民政復帰の

合意の不履行など，あらゆる事態に対して「平和

に対する脅威」を認定し，強制措置を命じてきて

いる(9九このような，最近の安保理の強制措置の

傾向は，w国家責任』に関する ILC(国際法委員会)

条約草案」の第四条に規定されているような「国

家の国際犯罪」一一国際社会の基本的な利益の保

護に不可欠な義務の違反から生じ，それゆえにそ

の義務違反が国際社会によって犯罪であると認め

られる国際違法行為一ーへの反応としての性質を

強めているとの指摘が目立つといわれる(9九すな

わち，

(a) 国際の平和と安全の維持に不可欠な重要性

を持つ，侵略の禁止等の国際義務について

の重大な違反

(b) 民族自決権の保護に不可欠な重要性を持

つ，力による植民地支配の確立または維持

の禁止等の国際義務についての重大な違反

(c) 人聞の存在の保護に不可欠な重要性を持つ

(an international obligation of essential 

importance for safeguarding the human 

being)，奴隷制度，ジェノサイド及び、アパル

トヘイトの禁止等の国際義務についての広

範囲にわたる重大な違反

(d) 人間環境の保護と保全に不可欠な重要性を

持つ，大気または海洋の大量汚染の禁止な

どについての重大な違反(叫

である。その中でも，特に安保理は人道的関心か

ら， (a)に関してだけでなく， (bXc)についても国際

の平和に対する脅威として性格づけ，憲章第7章

の射程範囲内のものであると考える傾向が増加し

てきている(93)。イラク園内におけるクルド系一般

住民に対する抑圧，ボスニア・ヘルツェゴビナへ



の人道的援助，ルワンダにおける内戦とそれに伴

うジェノサイドなど，一圏内における人権侵害や

人道的な援助の必要性を理由に，武力の使用を容

認した事例が非常に増えてきている。人道目的の

ために軍事的介入への門戸を聞くことは，国連自

身が実行するにせよ，武力使用の容認の方法によ

るにせよ，国連の強制行動に耐え難い負担を負わ

せることになりかねない(刷。安保理の行動は，紛

争の最終的な解決を目指すのではなく，あくまで

も政治的配慮に基づく，緊急の措置である。安保

理が第39条の認定を行い，行動をとることができ

るのは，国際の平和と安全を維持または回復する

という観点から行えるのであるから，それ以外の

場合に，たとえ「国家の国際犯罪」に該当するよ

うな場合であっても，強制措置を執ることはでき

ないと思われる。憲章第41条及び，42条に規定さ

れる強制措置の趣旨は，違法行為の被告人を処罰

することではなし平和に対する脅威が存在する

状況を終わらせるというものであり，法的な責任

を追及する手段ではない(刷。加盟国は，安保理に

「国際の平和と安全の維持」という呪文 (magIc

words)を唱えるだけで，何でも望むことを行うこ

とができる白紙委任状を与えたわけではないので

ある(96)。

以上にあげたものが，安保理の行動に対する制

約要因である。したがって，これらに反してとら

れた安保理の行動は権限撤越に該当する。これに

加えて，憲章に明示されていない権能を「推論」

によって導き出したとしても，それが第一章第2

節で論じた解釈の限界を超えていた場合も，権限

撤越の行為であるといえる。

第2節 旧ユーゴ国際刑事裁判所を創設した安保

理決議の考察

次に，実際に安保理が採択した決議の有効性に

ついて検討する。ここでは，憲章第41条に例示さ

れていない措置を命じた最も極端な例である，旧

ユーゴに国際刑事裁判所を創設したことの当否に

ついて考える。

なお，本節の目的は，安保理の強制措置として，

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

決議によって刑事裁判所を創設することの妥当性

を検討することであり，その後の常設国際刑事裁

判所の設立の当否について判断するものではない

し，まして，常設国際刑事裁判所の実効性につい

て論じようとするものではないということをあら

かじめ断っておきたい。

民族紛争が激化し，旧ユーゴスラビア諸国の悲

惨な状況を改善するために，安保理は全会一致で

安保理決議713(97)を採択して平和に対する脅威

を認定し，経済制裁など非軍事的措置(安保理決

議757，781)を決定した。続いて， 1993年2月，

安保理は，安保理決議713とそれに続く決議の内

容を確認し，旧ユーゴスラピア領域内で行われて

いる大量殺裁，大規模かっ組織化された抑留，レ

イプ，民族浄化を含む国際人道法の重大な違反の

継続している状況は，国際の平和と安全に対する

脅威を構成すると認定し，それらに対して責任あ

る者を訴追するために国際刑事裁判所を設立する

決議808を採択した(9九同年5月，決議827にお

いて国際裁判所規程が盛り込まれた事務総長報

告(99)を承認し，国際刑事裁判所が設立された(1刷。

本来，人権問題など，長期的な平和の実現を目

指す問題は，安保理ではなしむしろ総会や経済

社会理事会が管轄する事項であるo また，決議と

いう方法は，個々の手続きについて詳しく吟味す

ることが必要である裁判所，裁判所規程を創設す

るには不向きである。にもかかわらず，迅速性・

実効性を期待できる安保理の決定で国際刑事裁判

所を創設するには，旧ユーゴにおける国際人道法

違反行為が「平和に対する脅威」に該当すると法

的に擬制することが必要であった。果たしてこれ

は憲章に照らして正しい判断であるといえるであ

ろうか。

まず，第39条の認定に関しては r平和に対す

る脅威」という概念に明確な定義が存在せず，安

保理の裁量に委ねられていることから，それが正

当であるか否かを他の機関が判断することは難し

い。これまでの安保理の慣行や，旧ユーゴにおけ

る深刻な状況を考慮に入れると，少なくとも，こ

の認定が不当なものであるとはいえない。ここで
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問題となるのは，この措置が存在する平和に対す

る脅威を除去するという目的に適ったものである

かということである。安保理が「平和に対する脅

威」であると認定したのは r旧ユーゴ圏内におい

て継続している武力紛争及び民族浄化や大量虐殺

などの戦争犯罪行為が継続している状況(101)Jであ

り，そこで行われた「個々の犯罪自体」が平和に

対する脅威を構成しているわけではない。ゆえに，

旧ユーゴ国内で行われた犯罪を事後的に裁くため

に刑事裁判所を創設することは，直接「国際の平

和と安全の維持・回復」という安保理の目的に合

致せず，その権限の範囲外の行為であると考えら

れる。このような行為は，第四条の認定を無意味

なものにすると同時に，第41条の措置をとるため

には第四条の認定を必要とする憲章の手続きに

反することとなるであろう。国際刑事裁判所の設

立根拠は，明示されていないものの，第41条を念

頭に置いていると考えられる(1問。この規定は安保

理が加盟国に対して何らかの具体的な措置をとる

ことを要請できるという規定である。それゆえ，

旧ユーゴ国際刑事裁判所規程のような，将来にわ

たって加盟国の一般的行動を規制するような法的

枠組みを創設することはできないと考えられる。

また，国連事務総長の報告書で，旧ユーゴ国際刑

事裁判所は安保理の任務遂行に必要な補助機関で

あり，司法的性格を有する機関として，安保理か

ら独立して活動するものであるとされてい

る(1問。憲章第29条によって安保理が補助機関を

設けることができるのは r任務の遂行に必要」な

場合のみであることから，裁判所の活動範囲は安

保理の権限に属する事項に限られる(10九したがっ

て，もし安保理がその与えられた権限を蹄越して

旧ユーゴ国際刑事裁判所を創設したのであれば，

この条文を根拠に国際刑事裁判所の設立を正当化

することは困難であろう。

裁判所の設立は「憲章第7章の下」での措置で

あり，すべての加盟国を拘束するものである。同

裁判所規程によると，国籍を問わず1991年以降に

旧ユーゴスラビアの領域内で行われた国際人道法

に対する重大な違反について責任を有する者を訴
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追する権限を同裁判所に与えている(旧ユーゴ国

際刑事裁判所規程第1条)。そして，証拠の収集，

逮捕，捜査，引渡等に関する加盟国の協力義務(第

29条)が規定されていることから，紛争とは一切

関係を有していない国家にも義務を課すことにな

る。これらの国家に対する義務履行強制の根拠を，

憲章第25条及び103条に基づいて，無条件に認め

られると割り切って考えることができるかは疑問

である(10九小和田'1宜氏は「単純に国際法と園内法

の関係についての一般論に立脚して，この場合各

加盟国は国連憲章という国際条約の当事者となっ

たことによって憲章第25条の義務を受諾したこ

とを根拠として，将来に向かつて安保理が執るこ

とがあるべき措置は，各加盟国の圏内法制上すべ

て先験的 (apriorj)かつ当然(ipsojure)に，自

動執行力をもつものとして効力を認められること

になると断定することには，大きな問題があるよ

うに思われる(1刷。」という。実際，各加盟国の管轄

権に直接影響する問題について，法的な議論が十

分に尽くされなかったため(10九旧ユーゴ国際刑事

裁判所が実効的な機能を果たしているとはいいが

たい状況である。このような事実を過小評価すべ

きではない(108)。

以上のように，旧ユーゴに国際刑事裁判所を設

置し，個人の刑事責任を追及することは，必ずし

も，平和を回復するという目的にかなった手段で

あるとは思われない。さらに，その後の加盟国の

反応や旧ユーゴ国際刑事裁判所の実効性をみて

も，安保理決議によって国際刑事裁判所を創設す

ることが望ましいものであるとはいいがたい。と

はいえ，当該決議についてその有効性が争われる

ことはなかった。たとえ当該措置の有効性に疑問

があったとしても，旧ユーゴの状況の深刻さ，及

びそれへの対応の緊急性が重視されたこと，国際

人道法に反する行為を許すべきでないという考慮

が働いたことにより，加盟国はあえて法的な手続

きの正当性を追及しようとはしないのであろう。

第三章 安保理のコントロール

権限蹄越が存在するか否かを判断するのは誰で



あろうか。憲章にはこの点についての規定はない。

サンフランシスコ会議の委員会N/2において，国

連憲章はどのように解釈するか，また，解釈権限

を有する機関はどれか， という質問が提出され，

議論された。そこで得られた結論は，

国連の諸機関が日常の活動を遂行する過程

で，特定の任務に適用される憲章の部分を解

釈することは不可避である。これは，その任

務と権限を規定する文書に基づいて活動する

機関に固有のものであるから，あらかじめ憲

章中にそのような権限を認める条項を定めて

おく必要はない。憲章規定の正しい解釈につ

いて，国連の機関の聞で見解が異なるような

場合には，難しい問題が生じる。もし，国内

であったら，最も権威のある裁判所において

最終的な決定がなされるが，国連にはそのよ

うな手続きが存在しない。もし，加盟国相互

間で憲章の解釈について争うのであれば，他

の条約の場合と同じく，その紛争を ICJに付

託することが認められる。同様に，総会また

は安保理は適当な事情の下で，憲章の規定の

意味について ICJに勧告的意見を求めるこ

とができる。加盟国や国連の機関は適当な解

釈を得るために種々の手段に訴えることがで

きる。憲章中に様々な利用可能な手段を列挙，

あるいは述べることは必要でも望ましくもな

いと思われる(109)。

というものであった。有権的解釈を行う権限を有

する機関についての言及はされていないが， ICJ 

をはじめとして，その他いくつかの手段によって，

憲章を解釈する可能性を認めている。本章では，

解釈権を有する可能性について， ICJ，総会，そし

て加盟国自身について検討する。

第 l節 国際司法裁判所およびその他の司法機関

EC(lIO)やICAO(lll)の設立条約には，権限の欠

知や濫用，手続き上の暇庇の疑いがある場合，当

該機関の行為の違法性について条約に定められて

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

いる裁判所が審査し，行為の無効を宣言すること

ができると規定されている。しかしながら，国連

憲章には同様の規定は存在しない。国連憲章第92

条で， ICJが「国際連合の主要な司法機関」である

こと，第94条1項において「各国連加盟国は，自

国が当事者であるいかなる事件においても， ICJ 

の裁判に従う」ことを約束しているが，サンフラ

ンシスコ会議で， ICJに国連の各機関の権限につ

いて予備的な決定権を与える案が否決されたた

め，各機関の権能の解釈権は，第一義的にその機

関自身が有しているとされる(11九さらに，憲章の

解釈は本質的に政治的なものである(1川。であるか

らといって， ICJに憲章の解釈権限が認められな

いということではない。これまでICJは国際的紛

争の多くが政治的要素と法律的要素を含んでお

り，その二つの要素は分離可能であると考えてき

た。法律的側面について判断をすることにより，

紛争全体の解決を促すことが裁判所の任務である

と考える態度をとってきている(11九このような状

況下で，国連の主要な司法機関である ICJはどの

ような機能を果たすことができるであろうか。

ICJが国際組織の行為の有効性を判断する場合，

訴訟手続きと勧告的手続きの二つがある。前者に

は法的拘束力があるのに対して，後者はあくまで

勧告であり，国際組織は裁判所の意見に従うこと

を強制されない。従って，国際組織の越権行為に

ついて，取消を含む司法的な救済を求める場合は，

前者の訴訟手続きによる方法に訴えることが，そ

の目的に最も合致する手段となるであろう。それ

ぞれの手続きにおける，国際組織の行為に対する

司法審査の可能性について検討し，その後，憲章

第 7章に基づく安保理の拘束力ある決定に対して

司法審査を行うことが可能でトあるかという点につ

いて，これまでの ICJの判例を参考に検討する。

第|款訴訟手続き

国際組織の活動の適法性を確保するためには，

より司法化したホ中立的グな検証者が必要である

ことから， ICJはそのような機能を果たす最も適

した機関の一つであることは疑いない。 IC]は国

際司法裁判所規程(以下， ICJ規程)第36条2項
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に従って，加盟国により付託されたすべての法律

的紛争について判断する権限が与えられている。

非常に広い管轄権を有しているといえるが，国際

組織の行動の適法性をICJが審査をする場合，い

くつかの間題が存在する。すなわち.ICJ規程第

34条1項は「国のみが，裁判所に係属する事件の

当事者となることができる」と規定していること

から，国際組織は訴訟の当事者にはなれない。そ

れゆえ，加盟国が国連を相手取って，その活動の

適法性について直接争うことは不可能である。し

かしながら，加盟国聞において，憲章の正しい解

釈について争いがある場合，その紛争をICJに付

託し，判断を求めることが可能であること自体は，

上述の法律問題委員会N/2でも確認されている。

それゆえ，外見上国家間紛争の形態を装って，古

川教授の言葉によると「疑似閏家間紛争」の形で，

ICJに法的判断を求めることは可能である(11九す

なわち.'Aという国際組織の行動に関して，組織

自ら与える解釈またはその行為の適法性に異議を

提起する B加盟国は，直接，国際組織Aを相手方

としてその行為を攻撃することができないから，

自己と反対の解釈を唱えかっ応訴できるC加盟国

を相手取って訴訟を提起する(116)Jということであ

る。この方法によると，見解の相違する相手加盟

国が必要であり，訴訟が常に成立するとは限らな

い(117)。これまで.ICJはこのような訴訟が提起さ

れた場合，訴訟要件の欠訣等を理由に判断を回避

した例があるが(118)，アルパレスはこの点について

「安保理が決定によって加盟国に新たな義務を課

すことが多くなれば，法を審査するという責任を

負う ICJは，安保理が作った法のいくつかについ

て，司法審査を行うことを回避することは難しく

なるであろう (119)J と指摘する。

ICJ規程第59条には「決定の拘束力は，当事者

間においてかっその特定の事件に関してのみ拘束

力を有する」と規定されており，判決には対世効

がない。したがって，たとえICJが安保理の決議

の有効性について何らかの判断を下したとして

も，原則的に，訴訟手続きの当事者ではない国際

組織やその他の加盟国は，その裁判所の決定に拘
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束されないのである。

以上の理由により，安保理の行為の適法性を審

査することは可能であっても，判決によって当該

決議の無効を宣言して，取り消しを命ずることは

難しい。憲章及びICJ規程の枠内では，国際組織

の行為に対する，言葉の真の意味での越権訴訟の

可能性はないといわざるを得なしユ。しかし，この

ことが，必ずしも ICJの国際組織に対するコント

ロールを完全に否定するものではない(120)。法のテ

キストは誰によっても解釈されうるが，総会や

ICJのような権限のある機関によってなされると

きは，大きな実際的価値を持ち，かつ先例を作り

出す(121)ことから，国連機関の内外で行動する加

盟国のその後の実行に強いインパクトを与え

る(1問。 ICJの判断は，将来の安保理の活動やその

手段の選択にも影響を与えることになるであろ

う(123)。

第2款勧告的意見

国際組織は訴訟を目的としてICJに紛争を付

託することができないので，その代替手段として，

勧告的意見を求めることができる。国連憲章第96

条と ICJ規程第65条1項には，安保理と総会は

あらゆる法律問題について.ICJに勧告的意見を

要請することができると規定されている。また，

ICJは勧告的意見の要請を受理するか否かについ

て広範な裁量権を有しているが，それ自身国連の

機関である裁判所は「決定的な理由 (compelling

reasons) Jがなければ，原則として拒否できな

い(12九憲章の解釈は法律問題に含まれる (1向。安保

理や総会は，その権能や適用しなければならない

規則の意味について見解が分かれているような場

合.ICJに勧告的意見を求めることも可能であ

る(12%ナミビア事件では，付随的に総会及び安保

理決議の効力または憲章との適合性について検討

している。基本条約や関連文書を含む法律行為を

解釈・適用し，国際組織の行為の合法性について

勧告的意見を述べることも，その権限内であると

考えられる。

しかしながら，勧告的意見には法的な拘束力が

ない。そして，勧告的意見の要請は要請機関の多



数決によって決定されるため，多数派によって採

択された違法な国際組織行為によって，自己の利

益を侵害されたと主張する少数派国家の司法的救

済をはかることが難しい。この点は，前者の拘束

力の問題よりもはるかに深刻であるといわれ

る(127)。

第3款 憲章第 7章に基づく安保理の決定に対す

る司法審査の可能性

以上のいずれかの方法により，問題は残されて

いるものの， ICJは安保理の決議の有効性・合法性

を審査することはできる。それでは，安保理が憲

章第7章に従って行動した場合にも，司法審査を

行うことは可能でトあろうか。近年 r疑似国家間紛

争」の形態で訴訟が提起され，安保理の決定の法

的効果についての審査を求められた事例が2件あ

る。ロッカビ一事件(1制とジェノサイド条約適用

事件(1叫を参考に，安保理の決定に対する司法審

査の可能性について検討する。

1988年 12月21日，ロッカビー上空でアメリカ

の民間航空機ノfンナム 103便は爆発炎上し，墜落

した。乗員乗客に多数の死者を出したこの事故の

原因は，二名のリビア人(諜報機関に属する)に

よりしかけられた爆発物であることが明らかに

なった。そこで航空機の登録固であり，被害者数

が最大のアメリカと，事故発生地であり，数名の

乗員乗客の本国であるイギリスは，リビアに対し

て犯人の引渡を要求した。リビアはこの引渡の要

求を拒否し，これをモントリオール条約の解釈問

題として ICJに紛争を付託し，本案判決がでるま

での間，アメリカ及びイギリスがリビアに対して

何らかの行動をおこさないように仮保全措置の指

示を要請した。事件の審理中に，安保理は，リビ

アに対して犯罪人を引き渡すことを要請し，それ

に従わない場合は制裁措置をとる旨の安保理決議

を採択したため，その決議の法的効果はいかなる

ものかについて検討する必要が生じた。

ロッカビ一事件でリビアが実質的に求めたのは

「安保理決議748及び883(1削は国連憲章に違反し

て採択されたものである」と確認することであり，

安保理決議の合憲性を正面から争ったものであ

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

る。ICJは，安保理の第7章に基づく決定の違法性

を判定することはできないとして，申し立てを却

下することも可能であったが(13九これを受理して

「リビアとアメリカはともに国連の加盟国である

ので，憲章第25条に従って安保理の決定を受諾

し，履行することが義務づけられ(13ヘこの義務は

モントリオール条約を含む他のすべての国際的な

合意に優越される(l33)jと判示した。つまり，本来

リビアはイギリスとアメリカとの聞に犯罪人引渡

条約を締結していないことから，モントリオール

条約第7条に従って自国で処罰する場合，容疑者

を他国に引き渡す義務はないが，安保理決議748

によって引渡が義務化した以上，リビアはモント

リオール条約を根拠に引渡を拒否することはでき

ないということである。 ICJがここで指摘してい

るのは，リビアが主張したように「モントリオー

ル条約上の権利を保全するため」に仮保全措置を

指示するのは不適当であるということであり，安

保理の決定に対する司法審査権自体を否定してい

るわけではない。むしろ，安保理の決定に対する

ICJの司法審査権の存在を前提とする判断とも考

えられる(出)。また，反対意見を付した 5人の裁判

官は，本件のように安保理と ICJの管轄が競合す

る場合であっても，紛争の悪化または拡大を防止

するために裁判所が「職権により (proprio

motu) j 仮保全措置を指示できると述べてい

る(1問。ラックス判事も「裁判所が安保理と ICJの

権限関係について，詳細な検討や有効な仮保全措

置を指示していないことから，この決定がICJの

権能の放棄とみなされるべきではない(136)jという

ことを強調している。結局，仮保全措置の段階で

は，安保理決議 748の法的効果に関して最終的な

決定を下すことが求められていなかったことか

ら，決議の有効性についての審査はせず，その有

効性を推定するにとどまった。従って，本案段階

における決議の有効性の判断の可能'性については

否定していない。

決議の有効性について ICJに判断を求めるこ

ととなったもう一つの事例にジェノサイド条約の

適用に関する事件がある。これは，旧ユーゴにお
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ける紛争が国際化し，事態が進行する中， 1993年

3月に，ボスニア・ヘルツェゴビナが，新ユーゴ

連邦のジェノサイド条約等の違反を訴える請求を

提起するとともに，その違反の停止を求める仮保

全措置を申請したものである。その請求の中で，

「ボスニア・ヘルツェゴビナを含む旧ユーゴ全土に

武器禁輸を課した安保理決議713，および同決議

の内容を確認するその後の諸決議は，憲章第51条

に規定され，慣習法規則として確立している原告

の自衛権を否定しないように解釈すべきであるこ

と，これらの諸決議が原告に対しての禁輸などを

課していると解釈すべきではないこと(山)Jを宣言

するよう求めた。新ユーゴは安保理が旧ユーゴの

事態に関して多くの決議を採択したこと，安保理

が憲章第25条に基づいて決定し，また，憲章第7

章に従って行動している事実に注意を喚起し，.こ

のような場合に裁判所が本件で申請されたような

仮保全措置を指示することは，時期尚早で、不適当

である。」と主張した。これに対して1CJは，安保

理は政治的機能を持ち，裁判所は司法機能を行使

することから，両機関は同じ事態について別個で

補完的な機能を遂行する(酬と述べ，裁判所がこ

の事件について司法的な判断を下すことの可能性

は認めている。しかしながら，本件においては，

1CJ規程第41条に基づく裁判所の仮保全権限は，

判決が下されるまで各当事国の権利を保全するこ

とであり，かつ，その権利について償うことので

きない侵害が生じないようにすることを前提とし

ていることから(13ヘこれに該当しない権利を保護

するために仮保全措置を指示すべきでないと判断

し(14円安保理決議の内容については審査しなかっ

た。

これらのケースで明らかになったことは， 1C] 

は仮保全措置の段階で， リビアやボスニア・へノレ

ツェゴビナが要請した形で決議の有効性を判断す

ることはできないということである (141)。ロッカ

ビー事件で，小田判事は「リビアはモントリオー

ル条約ではなく，自国民の引渡を強制的に要求す

ることは，主権尊重という一般国際法上の原則に

反するものであると主張することも可能であっ
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た(142)Jと述べている。もし， リビアが自国民引渡

の強制が一般国際法に基づく主権的権利の保護に

反するとして訴えを提起したのであれば，まった

く異なる訴訟となり，より明確な形で決議の有効

性が問われることになったであろう (143)。ジェノサ

イド条約の適用に関する事件では，禁輸の問題そ

のものはジェノサイド条約の規定と直接的な関連

性がないことから，決議713の有効性についての

判断はなされなかったが，もし，その問題につい

て言及しなければならなかったとしたら， 1C]は

おそらくロツカビー事件と同様に，憲章第103条

に依拠して，ボスニア・ヘルツェゴビナの請求を

却下する可能性が高い(1州。1CJはこれらの問題を

扱うことに対して慎重であるには違いないが，安

保理の決定の司法審査を行うこと自体については

認めていると考えられる。

以上のことから，国際組織の行為の取消訴訟に

ついての規定が存在しないというただそれだけの

理由によって， 1CJには司法的判断を行う権限が

与えられていないと考えることはできない。法的

な拘束力を有しない勧告的意見の手続きにおいて

も，無効な国際組織の行為に対して，何らかのコ

ントロールを及ぽしうるであろうし(凶)，拘束力の

ある決定について， 1CJが司法審査を行うことの

可能性も否定されてはいないのである。もし，勧

告的意見の手続きが国際組織の作為や不作為の適

法性を審査するのにさらに頻繁に利用されるので

あれば，裁判所はより強い権能と重要性を獲得す

ることになるであろう (146)。

また，国際組織の行為の適法性について司法審

査を行う可能性は1CJに限られず，アド・ホック

(ad hoc)な仲裁，或いはその他の仲裁機関や機構

的な場(Institutionalfora)にも認められるとも

考えられる{山)。例えば，アドホックの仲裁では，

二国聞の投資協定や友好通商航海条約の当事国

が，安保理の経済制裁の範囲やその解釈について

争ったり， GATT (関税及び貿易に関する一般協

定)のパネル (panel)手続きにおいては，締約国

による「相手国は制限的な措置をとる理由として，

安保理の決定の要請に従うものだと主張している



が，実際は保護主義的な理由により行っている」

という主張に答えるために，国連の制裁の射程範

囲について言及している(148)。また，旧ユーゴ国際

刑事裁判所と管轄権が競合している固または国際

刑事裁判所から容疑者の引き渡しを求められた国

の園内裁判所が安保理決議827の国際法上の効果

について判断する可能性もある(1州。これらの手段

を用いることによっても，非常に緩やかなもので

はあるが，安保理の行為に何らかの影響を及ぽす

可能性を有しているといえよう。

第 4款 ICJによって権限聡越と確認された国際

組織の行為の効果

権限蹄越の行為の法的効果はいかなるものであ

るか。違法行為には様々な態様があるため，その

違法性の度合いにより，効果は異なると考えられ

る。無効の種類には，誰に対しでも絶対的に無効

であるものから，効力には影響を与えず，ただ取

り消しうるものまである。一度効果を有するに

至った決定を遡及的に無効にすることは，重大な

混乱を招く恐れがあることから，法的安定性と法

的正当性のバランスをはかることが必要である。

何が絶対的無効に該当するかは，有効性の推定と

の関係で論じることが出来る(150)。国連法体系に

は，国際組織行為の法的効果を審査する手続きが

存在しないことから，各機関が少なくとも第一次

的に自己の権限を決定し，その有効性が推定され

る。しかし，この有効性の推定は反証不可能なわ

けではなく，決議が必要多数を獲得していないに

も関わらず採択された場合や，決議の主題が機構

の目的の範囲外のものである場合には，その有効

性の推定が覆される。それゆえ，これらの場合に

は強度の違法性が存在することになる。このよう

な行為は加盟国に対しても国際組織に対しても効

力を持ち得ず，絶対的に無効である。それに対し

て，上記以外の場合には，各機関の行為は有効性

が推定されるため，一定の場合には取り消される

可能性もあるにすぎない。これに該当する場合の

法的効果についても，一概に論じられるわけでな

く，実体的な権限蹄越行為Csubs仰 1fiveultra vires 

acts) と手続き的な権限蹄越行為 (ρrocedural

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

ultra vires acts)では若干異なる扱いをしている。

実体的な権限撤越行為には手続き的暇庇以外のも

のすべてが含まれ，機構の政策に影響を及ぽすあ

らゆる決定についての暇庇である(15九この実体的

な権限撤越がある場合，その決定が遡及的に無効

Cvoid ab initio)であるか，取消可能 Cvoidable)

であるかについては議論がある。 ICJは政府間海

事協議機関(IMCO)の海上安全委員会の構成事

件(152)において.1959年1月15日の選挙の前に行

われたIMCOの海上安全委員会は，設立条約に違

反して構成されている旨を述べた。 IMCO総会

は，このICJの違憲判断を受けて，委員会を完全

に無効とはしないものの，一部変更し，結果的に

はICJの勧告的意見に従う態度をとった。この事

例における裁判所の立場は.IMCO総会の海上安

全委員会の選出行為が違法であることを宣言する

にとどめ，その法的効果については言及しないと

いうものである。加盟承認や委員会・補助機関を

創設するような決定の多くは，ほとんどの場合，

その採択直後に効力が生じるため，審査機関が決

定は違法であると判断したとしても，当該決定が

絶対的に無効であると考えることは現実的でな

い(1問。これらの権限撤越の行為が「無効」とされ

れば，混乱を招き，国際組織の実効性を弱めるこ

とにもなりかねないからである。それゆえ，絶対

的に無効とすることはできず，取り消すことが可

能と考えることが相当である o そうであっても，

上記のIMCOの例では，違法性を宣言された国際

組織の行為が，事後の国際組織の実行によって無

効にされていることから，実際上.ICJの合法性・

違法性の宣言は，結果的にサンクションとしての

機能を果たしていると考えられる(15九

もう一つの形態として，手続き的な権限撤越が

ある。国際組織の設立条約やその他の規則には手

続きに関する事項も含まれており，国際組織はこ

れらに従って特定の機能を果たし，権能を行使し

なければならなしミ。それゆえ，その手続きに反し

て行使された決定や行為は違法となる。国連憲章

にも若干の手続き規則が設定されており，これら

に違反する場合も，司法審査の対象になる可能性
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がある。しかしながら，ICJは上述の実体的権限蹄

越とは異なる扱いをしている。国際組織が機構の

内部事項に反する行為を行ったとしても，その違

法性は組織内部限りの違法性であって，第三者に

対しては有効であることから(第一章第3節参

照)，当該行為が取り消されるまで有効であり続け

るのである。

ICJがある国際組織の行為について違法である

と確認した場合における，当該国連決議の効果に

ついては，絶対的無効に該当するのであれば，国

際組織に取り消されることを待つまでもなく，効

力を生じない。それに対して，取り消しうる場合

には， ICJは，安保理決議の有効性を判断すること

自体は可能でトあるため違法性を宣言することはで

きるが，当該国際組織の行為の取り消しを命じる

ことまでは不可能である (1問。 ICJの勧告的意見に

は拘束力がないこと，そして国際組織が訴訟の当

事者になることはできないことから，裁判所が一

般的に無効性を宣言し，取消を命じることは無意

味であるし，制度上不可能である。ICJが現行法の

枠内で可能であるのは，原則的にある閏際組織の

行為の違法性を宣言し，将来効判決のように，単

に将来に向かつて取り消すべきものとするにとど

まる(1問。結局，その後に執るべき手段は各機関の

自由に任されていることは否定できない(157)。そう

であっても，前述の IMCOに対する勧告的意見の

ように，一度裁判所によって違憲判決が出された

場合，当該国際組織は自己の行為を修正・変更し

ていることを初めとして，これまで国際組織の機

構や運営に関してなされた勧告的意見は，一般に

尊重されてきた(158)ことを考えあわせれば， ICJ 

が当該権限蹄越行為を取り消すことはできなくて

も，違法性を宣言することにより，国際組織の行

為をコントロールすることが可能であるといえよ

フ。

第2節総会

憲章の起草過程で，その「民主的」性格から総

会に憲章の有権的な解釈権限を与えるべきである

との提案がなされたが，採択されるには至らな

368 

かった。総会と安保理はそれぞれ固有の権限，配

分された権限を有しており，どちらかが優位に立

つという関係ではない。そのような憲章の枠組み

で，総会が安保理の決定に対して，実質的にコン

トロールを及ぽすことはできるのであろうか。憲

章には総会と安保理の関係を定めた規定がいくつ

かあるが，それらの意味について検討し，総会の

安保理に対するコントロールの可能性を探る。

サンフランシスコ会議の際，小国の代表は安保

理では自国の利益が十分に守られないことを恐れ

て，総会の権限を広げようとしたのに対し，ソ連

を中心とする五大国は強硬に反対した。その結果，

妥協によって成立したのが，憲章第 10条であり，

総会に一般的勧告権限を与えつつも，第 12条の場

合，すなわち，安保理が憲章によって与えられた

任務を遂行している聞は，安保理が要請しない限

り，安保理または加盟国，或いは双方に対して勧

告できない，ということを留保するという規定に

なったのである (159)。このような留保を設けたの

は，安保理はその行動の迅速性・実効性から，国

際の平和と安全の維持という任務を遂行するにあ

たって，国連機関中最も適しているのであり，そ

れにもかかわらず，これらの問題について総会が

勧告することを認めると，その迅速性，実効性が

奪われることになりかねないからである(160)。この

規定について注意しなければならないのは，総会

がそのような状況において「勧告」することはで

きないということであるから，紛争や事態につい

て討議すること自体は可能である (16九さらに，総

会が勧告を与えることが禁止されているのは「安

保理が憲章によって与えられた任務」を遂行して

いる間であることから，安保理が憲章によって与

えられていない任務，すなわち権限を蹄越して活

動している場合には，たとえ安保理が憲章第7章

に従って行動していると主張していても，勧告を

与えることが可能なのではないかと思われる。憲

章第7章の状況かどうか疑問がある場合，つまり，

ある事態が安保理の第7章の任務の枠内の問題で

あるかどうかについては，総会で討議し，勧告す

ることも可能なのではないか。事態に対する迅速



な対応、，実効性を鍛損しないようにこの規定が設

けられているのであるから，本来活動する必要が

ないにも関わらず，安保理が権限を行使している

場合には，それに対して総会が意見を述べること

は同項の趣旨に反しないであろう。

憲章によると，そもそも総会は憲章第 11条，第

12条及び第 14条の規定により，国際の平和及び

安全の維持に関わる権限を有している。ただ，一

定の場合に総会の権限が制約されるにすぎない。

第 12条1項の文言から，総会の勧告権限が制限さ

れるのは「安保理が任務を遂行している間」であ

る。それゆえ，安保理がある紛争または事態につ

いて討議中でさえなければ，総会は自らの権限を

完全に回復することとなる(1問。また I勧告の採択

の禁止」が示しているのは，いかなる決議の採択

も許されないということではない(163)。総会は安保

理がとるべき具体的措置を提案するなど，総会が

安保理の権限を侵害する内容を含む決議でなけれ

ば採択しうる。従って，少なくとも安保理が現に

遂行している任務が「憲章によって与えられた任

務」でない場合には，総会が安保理の権限を襲損

しない程度において，独自の見解を示すことは可

能であると思われる。

総会は法的機能，行政的(準司法的)機能，政

治的機能を有しており，その政治的機能の一つに，

安保理の報告を審議する権能が含まれてい

る(1制。憲章第 15条は，第24条3項と関連して，

安保理に年次報告と特別報告を総会に提出するこ

とを義務づけている。安保理が国際の平和と安全

の維持という重要な任務を如何に遂行しているか

を説明し，総会で審議されることを通じて，安保

理は国際世論に基づいて活動しているということ

ができるのである(165)。これらの手続きを通じて総

会は安保理をコントロールすることができるであ

ろうか。総会のこの権限について，サンフランシ

スコ会議において議論された際，二つの立場が対

立していた。すなわち，総会の優越を認める立場

と安保理の権威を主張する立場である。この会議

で明らかになった点は「総会は，憲章第 12条に該

当する場合を除いて，安保理の報告に含まれてい

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

る事項から生じるいかなる問題についても審査

(examine)，討議(discuss)(1附することができる

が，その報告について勧告する権能は与えられて

いない」ということであり，結局，後者の立場が

とられることとなった。しかしながら，予算に関

する投票は総会に排他的な権限が認められている

ことから，支払いを拒否することにより，安保理

の行動を監視しうる。補償裁定の効果事件で「予

算を承認する任務は，総会がそこに提案された支

出を承認し，または承認しない絶対的権限を持つ

ことを意味しない(167)0J と判断されているのでは

あるが，決定の適用を一時的に遅らせることは可

能である(1刷。また，国連総会表決手続き上の必要

多数を占めるほどに多くの加盟国が安保理の一定

の措置が違法ないし権限撤越であるとの疑問を抱

く場合には， ICJに勧告的意見を要請することが

可能である(16九

総会による安保理のコントロールの利点は，総

会が「民主的」であることにある。拒否権の行使

が濫用され，或いは逆に発動されず，国連の行動

が多数国の意向に反することになってはならない

のである(170)。安保理の活動が活発になるにつれ

て，たとえば，ボスニア・ヘルツェゴビナ問題を

安保理が討議しているときに，総会はこの問題を

検討し，かつ，安保理改革についての討議を再開

するなど，総会が安保理に対してコントロールを

行使しようとする衝動は増大してきている(171)。総

会による安保理のコントロールは最も加盟国の意

思に沿ったものであり，また，総会は国際の平和

及び安全の維持に関する権限も含め，憲章の範囲

内のあらゆる事項について管轄権を有しているこ

とから，他のどの機関よりも安保理の任務や行動

について包括的に検討することが可能である。憲

章の規定上，総会は勧告を採択できない場合も存

在するが，それを除いて，総会にある種のコント

ロール権限が認められるとすれば，それは最も重

要かっ意義のある手段になるであろう。

第3節加盟国

加盟国自身が国連機関の行動や決定に対して
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チャレンジし，コントロールすることができるか

については争いがある。これまでにたび、たび， ICJ 

でそのようなチャレンジが行われ，数人の裁判官

がこの点について意見を述べている(172)。

国際組織の行為の有効性を監視するのは，まず

第ーに加盟国自身である。国際組織の加盟国にな

ることによって，組織の規則に従って義務を受認

し，その組織の枠組み内で行動するのは国家であ

り，規則の遵守に最も強い関心を持っているのも，

加盟国自身であるからである(173)。しかし，一度採

択された組織の決定に対する有効性の判断を行う

ことについてはどうであろうか。国家の自己解釈

権について I最も安易な，最も原始的なそして最

も不満足な解決方法である(174)jとか I加盟国が自

分自身の関係する事件についての裁判官になる，

つまり批判の多い国際組織の『権限の権限 (com-

petence de la competence) (1明』を加盟国に認め

ることと同じである(176)j 等の批判も多い。

これらの批判が必ずしも妥当しない場合もあ

る。加盟国は憲章第25条に従って，安保理の決定

を受諾し，履行する義務を負っているが，あくま

で「憲章に従って」とられた措置のみであり{山)，

これまで論じてきたように，安保理にも従うべき

制限がある以上，自己の権限外で行った措置につ

いては，加盟国といえども，拘束力があるとはい

えないからである。それゆえ，国連の権限問題の

ICJへの付託に関する特別委員会報告(“Report

of Special Committee on Reference to the ICJ 

of Questions of United N ations Operation")に

あるように「加盟国はその決定が憲章違反である

と強く考える場合，その国際組織の決定を履行し

ないことが可能である (178)jと考えたり，加盟国に

「最後の手段をとる権利」を認めることも可能であ

ろう(川)。

実際に加盟国が国際組織の決議をコントロール

したと考えられるものに，以下のようなものがあ

る。まず第一に， 1950年11月3日に総会で採択さ

れた「平和のための結集決議(180)j とそれに対する

加盟国の対応が挙げられる。この決議が意図して

いたことは，憲章第7章の下での強制行動を，機
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能麻癖に陥った安保理から総会に移し，肩代わり

させることであった(181)。この決議に対して，ソ連

等が同決議を違憲であると主張し，特定経費事件

でこの決議の合法性が争われた際には， ICJは平

和維持活動を「平和のための結集決議」に結びつ

けることを極力回避し，この点について判断しな

かった。上記のような性質の国連軍は，加盟国の

支持を受けず，結局，勧告による軍事的強制措置

は，朝鮮の場合一件で終わっている(1叫。また，総

会が国連平和維持活動を派遣したのは，国連緊急

軍(UNEF)のほか， 1962年の西イリアン国連保

安隊 (UNSF)(1附のみである。裁判所や加盟国が

合憲性の問題を回避しようとした態度の現れとい

えよう(184)。

次に，結果的に安保理の決定を後からコント

ロールすることになった例として，平和執行部隊

の派遣があげられる。ブトロス・ガリ国連事務総

長は安保理首脳会議声明を受けて， 1992年6月に

国連の改革案である「平和のための課題

(“Agenda for Peace")(185)j を提出した。その中

で「平和創造」を強化するために I平和執行部隊」

の創設を勧告している (18九これは，従来の平和維

持活動と異なり，当事者の同意なしに派遣され，

必要な武力の使用も認めるものであり，憲章第40

条の暫定措置に基づくものである(18九これについ

て賛成した国家はほとんどなく， 92年から 93年

にかけて，総会のワーキング・グループは I平和

のための課題」のほとんどの部分に関して認めず，

非同盟諸国も，介入主義的な規定に反対した。し

かし，当時憲章第7章第40条に基づいて強制措置

を行うことが可能であると思わせる雰囲気があ

り(刷，安保理は事務総長の提案を受げ，決議814

により，従来の PKOとはまったく異なる第二次

国連ソマリア活動(UNOSOMII)を派遣した。

しかしながら，その派遣に反対するソマリア民族

同盟 (SomaliN ational Alliance)の軍隊との聞

にしばしば交戦が起こり，一般市民に対しても多

大な被害が生じた。次第に UNOSOMIIは現地で

の支持を失い，撤退せざるを得なくなった(18九結

局その強制的な性格ゆえに，失敗に終わったとい



われている。

ガリ事務総長により平和執行部隊の構想が提出

された時点で，多くの加盟諸国から批判されたこ

とに加え， UNOSOM IIも意図していたような結

果が得られなかったことから，今後，平和強制型

の平和維持活動が派遣される可能性は非常に低い

ものであると思われる。従って，以上の例からも

明らかなように，加盟国自身も決議に対して，実

質的に何らかのコントロールを及ぼす可能性を否

定することはできないといえるであろう(190)。

国連加盟国は，国際法上「合法J生」の究極の保

護者であり，自己が受け入れ得ない安保理決議の

実施を拒否して，最終的コントロールを行いうる

地位にあるといえる(191)。現代国際社会において，

加盟国の態度が，実質的にその後の組織の活動や

決議をコントロールする大きな要因となってい

る。これまでの実行上，自己の望まない決議が採

択された場合，加盟国は当該決定を憲章違反とみ

なし，安保理の活動のボイコット，分担金の支払

い拒否(1叫や，総会の欠席，脱退(193)などの行為を

行ったことがある。これらの行為は，特に大国の

利害に反する決議が出された場合などに重大な問

題が起こりかねない(194)。組織の危機を招く状態に

陥る危険性もあり，加盟国自らが決議の有効性に

ついて判断することについては慎重を要するが，

少なくとも，このような少数派の反対国の行為は，

それ自体が関連決議の有効性に影響を与えること

はなくとも，将来同じ様な状況が生じた場合，も

う一度考え直させる効果がある(195)ということが

いえる。

第四章結 論

現在，国際組織の行為の有効性について有権的

な判断を行う機関は存在せず，国連の主要な司法

機関である 1CJでさえも判決として，当該国際組

織行為の違法性を宣言し，取り消しを命ずること

は不可能である。しかしながら，これまで国連の

慣行を考察すると，拘束力はないにもかかわらず，

国際組織はその意見に従い，結果的に勧告的意見

の手続きにおいて，国際組織の決議をコントロー

国際連合安全保障理事会の越権行為に対する責任追及の可能性

ルすることが可能となっている。訴訟手続きで安

保理の決定の法的効果を検討することになった事

例は，上述の二件のみであるので，これらから一

般的な結論を導き出すことは早計であるが，安保

理の権限にも一定の制約があることから，拘束力

のある決定についても，最終的な判決を下すため

に必要な場合には，審査することが可能であろう。

また，総会と加盟国自身も，それぞれ決議をコン

トロールする可能性を有している。これらについ

ては， 1CJ以上にコントロール権限を与えること

について否定的な見解も多いが，特に国家自身は，

たびたび安保理の決定について自ら判断し，行動

を起こしてきた。たとえ越権であると思われる国

際組織の行為であっても，加盟国が異議を唱えず，

黙認して，後から慣行が作られる場合には，結果

的にその行為に正当性が付加されることになるこ

とも考えると，加盟国は事実上，非常に大きな影

響力を有していることは杏定できない。以上のこ

とから，現行法上，越権行為を認定し，取消権限

を与えられている機関は存在していなくても，安

保理の決定をコントロールすることは可能である

といえよう。

安保理の権能について司法審査を行ったり，権

限を制限的に捉えようとすることは，安保理に手

かせ足かせをつけることになり，緊急時に柔軟な

対応がとれず，本来の任務を果たせなくなるので

はないかという問題は確かに存在する。また，組

織として活動してゆくためには，多数決による意

思決定がなければ動けなくなってしまうであろ

う。しかし，安保理は特定多数決制度を維持し，

五常任理事国に大きな権限が与えられている。そ

のために，五大国，特にアメリカが必要であると

考えるときのみにしか，集団的行動をとらないこ

とが起こり得，実際にそのような主張が，安保理

の理事国でない加盟国からなされてきている。安

保理と 1C]は一つの紛争であっても，任務が異な

るために，同時に審査可能であることは，これま

で多くの事例において確認されてきた。ニカラグ

ア事件の判決の中て示された r安保理と 1CJは

補完的な機能を果たす」ということは，ある紛争
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の包括的な解決を目指すという，いうなれば，同

一方向のベクトルであることを想定している。安

保理と総会との関係でも，事態の改善を目指して，

同ーの紛争について総会が勧告をし，安保理と協

力することによって，ある紛争の解決を目指すこ

とは，国連の目的にも合致することであり，認め

られるであろう。それに対して，逆向きのベクト

ル，すなわち，安保理の行為をチェックすること

は可能であるかを明らかにすることがこの論文の

目的であった。上記の3機関は，それぞれ独立し，

主従の関係はない。それゆえ，もし，安保理が突

出して，権限がないのに行動を行ったり，他の機

関の権限を浸食するようなことがあれば(1附，それ

自体国連の目的に反すものであり，国連体制全体

のバランスを崩すことになるであろう。その場合

には，これまでの慣行をみると，限定的ではある

が，現行の国連法体系の枠組み内において，安保

理の決定をコントロールすることは可能であり，

実際的な影響を与えることができる。特に ICJに

は，国連に助言を与える「協力者」としてだけで

なく，加盟国の保護者，すなわち国連の「監視者」

としての任務も負っているのである (19九

アナン国連事務総長がミレニアム・レポートの

中で述べているように，安保理は国際社会(inter-

national community)を代表して活動する道義的

な義務を果たさなければならない(198)。アルパレス

は I安保理を民主化することと司法審査は単なる

原因と結果として結びつけられないかもしれな

い。安保理の活動 (operation)に関する手続き的

な修正が司法審査の代わりとして機能するかは明

らかでないし，司法審査を実施することにより，

安保理の立法についての不満が解消されるかどう

かもわからない。」と述べている (199)。とはいえ，安

保理の構成や投票制度について改正の提案はなさ

れても，改革がいっこうに進まない。そして，安

保理の行動が加盟国等から批判されることもしば

しばである。このような状況を改善するためには，

現在ある法的枠組み内で安保理の行為の有効性を

判断し，是正してゆくことが一番有効であろう。

安保理は政治的判断を行う機関である。集団安
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全保障を目的としている憲章第 7章の下では，主

権平等の原則は尊重されない。安保理の決定がな

されると，すべての加盟国を強制することとなる。

安保理が人道的な干渉や戦争犯罪人の訴追を行う

機関を創設するなど，あらゆる行動を，決定とし

て行うようになってきているが，それらは集団安

全保障を目指して規定された本章の目的に合致す

るのであろうか。そして，安保理によって扱われ

ることが適当なのであろうか。その答えは「否」

であると思われる。それらの中には，常任理事国

を含む，九理事国の投票により決めることはでき

ない問題も含まれている。確かに安保理の決定に

は拘束力があり，迅速さ，実効性等の点で，ある

事態に対する手段として，それ以上に有効な手段

は他にない。しかしながら，国際テロリズムや人

権問題等いかに重要なものであったとしても，こ

れらに対応するために，実効的であるというただ

それだけの理由により，法的な手続きを無視して

安保理の決定を利用しでも良いことにはならな

い。国連も国際組織の一つであり，安保理はその

一機関にすぎない。近年，国連加盟国聞の武力紛

争で，当初安保理が第7章の事態として行動して

いたにも関わらず，その後に機能麻痩に陥って，

実効的措置がとられない場合には，国連憲章から

一般国際法への切り替えが行われる，という考え

方も存在する(2問。依然として安保理に広範な権限

が与えられていることは疑いないが，安保理は

オールマイティーな存在ではない。それゆえに，

何もかも憲章第7章の枠内で解決を図るのではな

く，他の国際機関やNGOとも協力して，グローパ

ル・イシュー (globalissues)等について，問題

の全体的な解決に取り組んでゆくことも必要であ

ると思われる。
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